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第１章 計画策定の目的と位置づけ 

１ 空き家等対策計画を策定する目的 

近年、地域における人口減少や少子高齢化の進行、社会的ニーズの変化を背景として、全国

的に空き家が増加する中、所有者等による適切な管理が行われていない空き家は地域住民の生

活環境を悪化させる可能性があります。これらのことが社会問題となっており、対策をしなけ

れば、状況がより深刻化することが懸念されています。 

国は、地域住民の生命、身体、財産を保護し、その住環境の保全を図り、あわせて空き家の

利活用を促進するため「空家等対策の推進に関する特別措置法」（平成 26 年法律第 127 号。以

下「空家法」といいます。）を制定し、平成 27 年 5 月 26 日に全面施行しました。これにより、

空き家等※に関する対策の実施や適切な措置を講じることが市区町村の責務とされました。 

本市では、法の制定以前の平成 25年 4月に防犯、防災上の観点から「八王子市空き家の適正

管理に関する条例」を施行し、適切に管理されていない空き家等の対策を実施してきました。

しかし、平成 30年に実施した八王子市空き家実態調査では空き家の数は 2,423 戸にのぼり、更

に空き家等が増加した場合、地域住民に与える影響は大きく地域コミュニティの活動の低下に

つながることも危惧され、空き家等の適切な管理の促進とあわせて空き家の発生を予防するた

めの対策が求められています。 

そこで、市民の安全で安心な暮らしを守り、良好な住環境を未来へ継承することを目的とし

て、空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために本計画を策定します。 
※建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地
（立木その他の土地に定着する物を含む。）をいう。 

 

２ 計画の位置づけ 

本計画は、「空家法第六条」と「八王子市空き家の適正管理に関する条例」に基づく空き家等

に関する対策についてまとめた計画です。 

「八王子市基本構想・基本計画」をはじめとする各種行政計画との整合を図りつつ、空き家

等に関する対策の方針や実施体制等を定めるもので、住宅に関する総合的な計画である八王子

市住宅マスタープランを基に、今後の空き家等に関する対策を総合的に推進するための計画と

して位置づけます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【八王子市】 【国】 

住生活基本法 基本構想・基本計画「八王子ビジョン 2022」 

都市計画 
マスタープラン 

「都市づくり 
ビジョン八王子」 

住生活基本計画（全国計画） 
（平成 28 年度～37 年度） 

［分野別計画］ 

 地域防災計画 

￮ 耐震改修促進計画 

 環境基本計画 

￮ みどりの基本計画 

 公共施設等総合管理計画 

￮ 市営住宅整備・管理計画 

 地域福祉計画 

￮ 高齢者計画・介護保険事業計画 
￮ 障害者計画・障害福祉計画・障害児

福祉計画 

￮ 子ども・若者育成支援計画 
 

 その他の分野別計画 

高齢者住まい法 
住宅セーフティネット法 

【東京都】 

東京都住宅基本条例 

2016-2025 
東京都住宅マスタープラン 

（住生活基本計画（東京都計画）） 

立地適正化計画 

良質なマンションストックの形成促進計画 
景観計画 

住宅マスタープラン 

空き家等対策計画 

空家等対策の推進に 
関する特別措置法 

空家等に関する施策を 
総合的かつ計画的に実施
するための基本的な指針 
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３ 計画期間等 

（１）計画期間 

計画期間は、令和 3 年度(2021 年度）から令和 12 年度(2030 年度）までの 10 年間とします。

国の空き家等政策の動向、社会状況の変化や、本計画の運用に伴い新たに発生する課題等に対

応し、５年をめどに見直しを行うこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）対象とする空き家等 

本計画では、一戸建住宅を対象とし、共同住宅については、１棟全ての住戸が空き室となっ

ているものを対象とします。 

空き家等の対策においては、将来的に空き家等数を増やさないための予防が重要となること

から、意識啓発や相談対応等の取組については、居住その他の使用がされている住宅も対象と

します。 

 

 

 

 

 

（３）対象地区 

平成 30 年に実施した八王子市空き家実態調査において、市内全域に空き家が分布しているこ

とが判明したことから、市内全域を対象地区とします。 

 

 

 

  

住宅 

マスタープラン 

第 3次八王子市 

住宅マスタープラン 

第 4次八王子市 

住宅マスタープラン 

令和 2年度 

（2020 年度） 

令和 3年度 

（2021 年度） 

令和 12 年度 

（2030 年度） 

空き家等 

対策計画 

八王子市空き家等対策計画 

（令和３～12 年度） 

対象空き家等：一戸建住宅及び全住戸が空いている共同住宅 

対象地区：市内全域 
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第２章 現状と課題 

１ これまでの八王子市の取り組み 

 

（1）条例の制定 

経済的な事情、相続の問題など様々な要因により、適正に維持管理されていない空き家等が

増加しており、市民からも不安の声が寄せられていた等の状況に対し、市民の安全で安心な生

活が脅かされることがないよう、防犯・防災上の観点から、平成 25年 4月 1 日に「八王子市空

き家の適正管理に関する条例」を施行しました。 

また、平成 27年 5月には空家法が全面施行されたことにより、市では、特定空家等に対する

措置を行っています。 

（2）特定空家等への対応 

空家法で規定する特定空家等を認定するため、平成 28年 6月に「八王子市特定空家等認定会

議」を庁内に設置しています。令和２年３月末現在、管理不全の状況にあり条例に基づき助言

等を行ったものは 163 件。うち、空家法の特定空家等に認定した件数は 8 件ですが、4 件が解

決済みで、改善に向けて交渉中のものが 4件となっています。 

（3）空き家の利活用 

・空き家利活用促進整備補助事業 

空き家の利活用等を促進するため、空き家を地域活性化施設として活用するための改修工事

について、所有者等が行う改修工事に要する費用の一部を補助しています。 

・住宅セーフティネットの促進事業 

住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居の円滑化を図るため、市内の空き家や空き室の住

宅確保要配慮者専用賃貸住宅としての登録を促進し、改修工事や家賃の低廉化に対して補助し

ています。 

・地区の魅力再生補助事業 

市街化調整区域内の 7 つの沿道集落地区について、空き家や空き畑、空き山を活用したまち

づくりによる地域活力の向上を図るため、住民の意向や地域特性を踏まえた地域住民主体のま

ちづくりの取り組みに対して、補助しています。 

（4）空き家実態調査の実施 

市内における空き家の所在や所有者の意向等の実態を把握するため、町会・自治会の協力に

より、平成 30年に八王子市空き家実態調査を実施しました。 

（5）空き家に関する相談窓口 

法律や不動産等の各種専門相談により、空き家に関する相談に対応しています。 
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■空き家等に関わる既存の相談窓口 

相談名 相談内容 担当相談員 担当課・団体 

適正に管理されてい

ない空き家の相談 

屋根瓦などの飛散のおそれなど、

適正に維持管理されていない空き

家に関する相談 

防犯課 防犯課 

適正に管理されてい

ない空き地の相談 

草木の繁茂など、適正に維持管理

されていない空き地に関する相談 
環境保全課 環境保全課 

法律相談 
離婚、相続、近隣トラブル、借金

など民事上の法律問題の相談 
弁護士 市民生活課 

税金相談 相続税、贈与税などの国税の相談 税理士 市民生活課 

不動産相談 
不動産売買、借地借家の賃料・更

新料、不動産価格に関する相談 
宅地建物取引士 市民生活課 

司法書士法律相談 

借金、所有権移転登記、身近な法

律、簡易裁判所での手続きに関す

る相談 

司法書士 市民生活課 

登記相談 
土地・建物の登記全般、境界、測

量に関する相談 

司法書士 

土地家屋調査士 
市民生活課 

相続・遺言等暮らし

の手続相談 

遺言書の書き方、遺産分割協議書

の作成方法、各種行政手続きの相

談 

行政書士 市民生活課 

住まいのなんでも相

談会 

建物の耐震、バリアフリー工事な

ど、住まいに関するちょっとした

お悩みの相談 

首都圏建設産業ユニ

オン多摩支部 

東京土建一般労働組

合八王子支部 

八王子南多摩建築組

合 

八王子民主商工会 

八王子市住宅建設協

同組合 

住宅政策課 

専門家による成年後

見制度・権利擁護相

談 

制度に関する相談、手続きの支援 

成年後見・あんしん

サポートセンター八

王子 

八王子市社会

福祉協議会 

野生獣に関する相談 野生獣による被害に関すること 獣害対策課 獣害対策課 

あなたの心の相談室 
夫婦や嫁・姑問題、人間関係など

の悩みの相談 
カウンセラー 市民生活課 
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２ 土地利用と人口動向 

（１）都市構造 

本市の市街地は緑に囲まれており、丘陵・谷戸・平坦地（市街地）という地形構造になって

います。 

市街地は、甲州街道の最大の宿場町であった八王子地区、鉄道駅周辺の市街地と、昭和 30年

代後半から開発が始まった丘陵地における大規模な住宅団地、従来からの沿道集落地と、大学、

工業団地で構成されています。 

市全域が都市計画区域に指定されており、無秩序な市街化を防止し、計画的に市街化を図る

ことを目的とする区域区分（「市街化区域」と「市街化調整区域」）を定めています。 

市街化区域は、既に市街地を形成している区域及び概ね 10 年以内に優先的かつ計画的に市街

化を図るべき区域です。本市では、昭和 45 年に都市計画区域の約 38.6％が指定され、令和元年

度現在では 43.7％に拡大しています。 

一方、市街化調整区域は、市街化を抑制する区域で、原則として開発行為や建築行為は制限

されます。本市では、高尾山や陣馬山などの山々や、緑地、農地、河川など、都市計画区域の

56.3％が市街化調整区域に定められています。 

 

（２）土地利用に関する上位・関連計画 

①第２次八王子市都市計画マスタープラン「都市づくりビジョン八王子」 

都市づくりビジョン八王子では、「八王子らしい魅力豊かな地域資源」を活かし、人々を惹き

つける民・産・学・公・協創の都市づくり」を基本理念とし、都市づくりの方針を示していま

す。 

住居系市街地の土地利用方針は、「市街化区域内においては、計画的に都市機能の集積を図る

とともに、空き家等の都市問題への対応も進めながら、適正な密度構成への誘導を図ります。

また、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、日常生活の質を高める住宅市街地づ

くりを進めます。一方、市街化調整区域においては、丘陵地の自然環境を保全するため、住居

系市街地の拡大を抑制します。」となっています。 

 

関連が深いポイント 

 都市づくりの方針 

１ 活力と魅力が溢れ、快適性と利便性を高める「攻め」の都市づくり方針 

■ 住宅市街地の魅力づくり 
 大規模開発住宅地の魅力づくり 
￮   地域特性に応じた身近な生活圏の形成に資する魅力ある住環境づくり 

￮   既存コミュニティの更なる醸成 

￮   更新期を迎える公的住宅をはじめとする共同住宅における、周辺環境との調和に配慮した建替え 

やストック活用 

 質の高い住宅市街地づくり 
￮ 低層住宅地における、建築物の耐震化や不燃化、民有地の緑化など、防災性の向上 
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○ 大規模開発住宅地の魅力づくり 

￮ 生活における買い物や福祉、子育て支援などのサービス機能誘導など、魅力ある住環境

づくりの促進 

￮ 更新期を迎える共同住宅の建替えやストック活用、空き家・空き地の利活用など、良質な

住環境づくりの促進 

様
々
な
主
体
に
よ
る 

魅
力
づ
く
り
手
法
の
例 

￮ 地域の将来像を検証の上、必要に応じて用途地域（用途・容積率など）の見直し 

￮ 地区計画による規制内容の検証・見直し 

￮ 住宅ストックのリニューアル、建替え事業と一体となって進めるまちづくり 

￮ ライフステージの変化に合わせた転居が可能となる多様な住戸の供給誘導 

￮ 子育て支援や地域活動のためのスペースや集会所等の活用 

￮ 高齢者の見守り、散策マップづくりなどの健康維持、生きがいづくりや介護予防 

ができる場所づくり 

￮ 空き家・空き地をマッチングさせる仕組み 

￮ 中古住宅市場の整備に向けた、中古住宅の品質検査・保証制度の導入 

￮ 居住の立地誘導に向けた税制・金融による措置 など 

 

 

 

②立地適正化計画 

立地適正化計画は、人口減少と高齢化を背景とし、居住と医療・福祉、商業などの日常生

活を支える都市機能の立地の適正化と、これにアクセスする持続可能な地域公共交通の充実

を目指すものです。 

関連が深いポイント 

居住誘導区域の考え方 

コンセプト ～居住者のウェルビーイング（安心して暮らせる社会）～ 

□歩いて暮らせる“身近な生活圏”の目安となる圏域を明示します。（ナッジ型政策手法による居住地選択） 

□長期的な視野に立って緩やかに（長い時間をかけて）居住を誘導します。 

設定の 

考え方 

□居住誘導区域は、市街化区域全域とします。ただし、災害の危険性のある区域や工

業地域などは除外します。 

□居住ニーズやライフスタイルに合わせて居住地を選択できるよう、居住誘導区域に

「身近な生活圏」と「ゆとり生活圏」を明示します。 

 

計画の柱 

計画の柱｜居住 

居住ニーズやライフスタイルに

合わせて居住地を選択できるよう

居住誘導区域に 2 つの圏域を明示

して、圏域に応じて緩やかに居住

を誘導することで、“生活のしやす

さ”を長期的に維持します。 

計画の柱｜交通 

現行の路線バスネットワー

クの維持と高齢者の移動手段

確保に向けて、交通手段の役

割分担を明確にし、持続可能

な地域公共交通を実現するこ

とで、“移動のしやすさ”を長

期的に維持します。 

計画の柱｜都市機能 

国の補助制度や都市計画

制度を効果的かつ柔軟に活

用しながら、賑わいと都市の

魅力づくりとともに日常生

活を支える都市機能や行政

サービスの密度を長期的に

維持します。 
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施策のねらい 重点的な取組 

適切な市街地密度を維持した利

便性の高い住環境の実現 

￮ 多様な世帯が暮らしやすい住宅市街地への更新 

￮ 良質な住宅ストックの形成と利活用の促進 

農とみどりと調和したゆとりあ

る住環境の実現 

￮ 住宅市街地と調和した都市農地の保全 

￮ まとまりのある身近なみどりの保全 

多様なライフスタイルを支える

住環境の実現 

￮ 地域の特性を活かした働きやすい環境づくり 

￮ 子育てしやすい環境づくり 

￮ 高齢者が生きがいを持ち安心して暮らせる環境づくり 

￮ 災害に備え、安心して暮らせる環境づくり 

￮ 地域の特色を生かした住環境づくり 
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（３）人口と世帯の動向 

本市の令和元年 12 月末日の人口は住宅基本台帳で 562,480 人、世帯数は 270,386 世帯です。

国勢調査で、昭和 60 年以降の人口動向をみると、増加を続けていた人口は、平成 22 年 580,053

人をピークとして、平成 27 年には 577,513 人に減少しています。 

一方、世帯数は増加を続けています。そのため、1世帯当たりの平均世帯人員は昭和 60年 3.14

人から、平成 27 年では 2.28 人と世帯の小規模化が進んでいます。 

■人口・世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年） 

本市の人口構成を性別年齢別の人口ピラミッドとして示すと、次のとおりです。第一次ベビ

ーブーム及び第二次ベビーブームに加えて、学園都市である本市の特徴として、20 歳前後の人

口が多い形となっています。 

■年齢別人口構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（令和元年 12 月末日）  
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住宅に住む主世帯数は、平成 25 年 250,360 世帯、平成 30 年 253,120 世帯で 5 年間に増加し

ています。世帯の型についてみると、65歳以上の単身世帯及び高齢夫婦のみ世帯が増加してお

り、65 歳以上の者のみの世帯は、17.6％から 23.4％と 5.8 ポイント増加しています。 

 

■世帯の型の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住宅・土地統計調査 

 

本計画の主な対象となる一戸建住宅に居住する世帯をみると、65 歳以上の者のみの世帯が

30.2％を占めています。一戸建住宅は、共同住宅と比べると高齢者のみ世帯が居住する割合が

高くなっています。また、その世帯数は平成 20 年の 22,220 世帯と比べ、平成 30 年は 33,950

世帯と、大きく増加しています。 

 

■住宅の建て方別 65 歳以上の者のみの世帯数の割合  ■一戸建に住む 65 歳以上の者のみの世帯数の推移 

（平成 30 年） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住宅・土地統計調査  
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23,560
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（４）将来人口の推計 

本市の将来人口について、八王子市人口ビジョンでは、本計画の目標年次令和 12年（2030年）

年の人口を 548,937 人と推計しています。令和 2年（2020 年）と比べ、約 21,000 人の減少を見

込んでいます。年齢階層別にみると、老年人口が約 5 千人増加するのに対し、生産年齢人口は

約 2万 6千人、年少人口は約 900 人減少すると推計されています。 

 

■人口ビジョンによる将来人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：八王子まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成 30 年 6月） 
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３ 空き家の現状 

（１）空き家の調査について 

空き家等の対策にあたっては、中長期的な空き家等の動向及び空き家等の所在や現況、所有

者等の意向等の把握が重要です。 

市内の空き家に関するデータは、平成 30年に国が実施した「住宅・土地統計調査」及び平成

30 年に本市が実施した「八王子市空き家実態調査」があります。 

 

■本市における空き家データ 

名称 住宅・土地統計調査 八王子市空き家実態調査 

実施主体 国（総務省統計局） 八王子市 

実施時期 平成 30 年.（5 年毎に実施） 平成 30 年 

概要 住宅及び世帯の居住状況等の実態

を把握し、住生活関連施策の基本資料

を得ることを目的とした調査です。 

空き家の所在や現況、所有者

等の意向等を把握し、中長期的

な住宅施策を推進するための基

礎となる情報を得るための調査

です。 

調査対象 

及び 

調査方法 

調査員が各住戸を訪問し調査票に

記入するとともに居住者に調査票を

配布することで実施しています。空き

家等、居住世帯のいない住戸は調査員

が記入する項目のみの調査です。 

町会・自治会の協力により空

き家と思われる住宅を把握し、

登記情報から特定した所有者宛

てにアンケートを送付すること

で実施しました。 

空き家データ 集計単位：住戸 集計単位：建物棟数 

本調査は抽出調査であり、結果の数

値は推計値となるため、実際の数との

差異があります。 

また、空き家には、共同住宅等の空

き室も含まれます。 

一戸建住宅及び全住戸が空い

ている共同住宅を対象としてい

ます。 

この他にも、「一般社団法人チームまちづくりによる調査（平成 30 年度 国土交通省：空き家

対策の担い手強化・連携モデル事業）」、「八王子市住まいに関する意識調査」のデータを参考とし

ています。 
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総住宅数 
289,050 戸 
(100%) 

居住世帯の 
ある住宅 
253,120 戸 

居住世帯の 
ない住宅 
35,930 戸 

一時現在者のみの住宅 310 戸 

建築中の住宅 450 戸 

一戸建て 
112,360 戸 

長屋建て 
4,540 戸 

共同住宅 
136,000 戸 

その他 
210 戸 

持ち家：  106,090 戸 
民営借家：   3,530 戸 
給与住宅：     160 戸 

持ち家：    1,990 戸 
公的借家：       -戸 
民営借家：   1,550 戸 
給与住宅：      60 戸 

 
持ち家：  40,640 戸 
公的借家： 11,110 戸 
公社借家：  9,530 戸 
民営借家： 64,960 戸 
給与住宅：  1,940 戸 

持ち家：      150 戸 
民営借家：      30 戸 
 

A 二次的住宅       300 戸(0.1%) 
B 賃貸用の住宅  25,680 戸(8.9%) 
C 売却用の住宅     950 戸(0.3%) 
D その他の住宅   8,240 戸(2.9%) 

空き家 
35,170 戸 
(12.2%) 

（２）住宅・土地統計調査による空き家の状況 

①本市の空き家の状況 

住宅・土地統計調査における「空き家」は、A「二次的住宅（別荘等）」、B「賃貸用の住宅」、

C「売却用の住宅」、D「その他の住宅」の４つに分類されます。 

平成 30 年では、A から D の空き家の合計は 35,170 戸であり、総住宅数の 12.2％に当たりま

す。A「二次的住宅」が 300 戸、B「賃貸用の住宅」が 25,600 戸、C「売却用の住宅」が 950 戸、

D「その他住宅」は 8,240 戸となっています。D「その他の住宅」とは、A「二次的住宅（別荘や

別宅）」、B「賃貸用の住宅」、C「売却用の住宅」以外の人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・

入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことに

なっている住宅などであり、活用や処分の方針が未定のものや放置された危険な空き家も含ん

でいます。本市における D「その他の住宅」は、総住宅数の 2.9％を占め、平成 25 年から約 2,400

戸増加しています。 

住宅・土地統計調査では、戸数が単位のため、長屋・共同住宅・その他が多くなっています。

空き家の分類を建て方別でみると、一戸建は D「その他の住宅」の割合が 79.4％と高くなって

います。 

■本市の住宅の状況（平成 30 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住宅・土地統計調査 

■建て方別空き家の種類（平成 30 年） 

 

 

 

 

  資料：住宅・土地統計調査  

2.3

0.6

8.0

86.7

10.1

1.1

79.4

11.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一戸建

6,110戸

長屋建・共同住宅・その他

29,060戸

二次的住宅 賃貸用の住宅 売却用の住宅 その他の住宅
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②一戸建空き家の状況 

住宅総数に占める一戸建空き家の割合は 2.1％で、全国と比べると 3 ポイント低いですが、

東京都平均より 1.0 ポイント高くなっています。また、一戸建空き家の分類は、利用方針が決

まっていないため空き家状態が長期化し、管理不全になりやすいと思われる「その他の住宅」

の割合が高く、推移をみると、平成 20 年の 5,550 戸から平成 30 年には 6,110 戸と約 1 割増加

しています。 

 

■一戸建空き家数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住宅・土地統計調査 

  

5,550 5,900 6,110
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5,000
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（３）八王子市空き家実態調査による空き家の状況 

①結果概要 

空き家の所在や現況、所有者等の意向等を把握し、中長期的な住宅施策を推進するための基

礎となる情報を得ることを目的として、実態調査を実施しました。この調査では町会・自治会

の協力により把握した、空き家と思われる住宅 2,800 件について、市が登記情報から所有者を

特定し、アンケートを送付しました。 

空き家の数は、調査項目である「その建物をどのように使用しているか」について、A「自宅

として毎日使用している」、B「貸し家で現在入居者が使用している」及び C「取り壊し済であ

る」と回答した 377 件を除く 736 件を空き家とみなしました。また、アンケートに未回答等の

1,687 件についても、空き家と思われることから、それらを合わせた 2,423 件を空き家の数と

しました。 

 

■空き家の特定結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 30 年度八王子市空き家実態調査の結果 

図 空き家の分布 

  

空き家と思われる件数（未回答等） 

１，６８７件 

空き家等 

２，４２３件 
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八王子市空き家実態調査の結果を空き家の存在する地域の特性に応じて、八王子市中心市街

地まちづくり方針の対象区域および周辺を「中心市街地周辺」、昭和 30～50 年代に開発された

一戸建住宅地の町会・自治会区域「住宅団地」、八王子市都市計画マスタープランによる「沿道

集落地」と、「一般市街地」の 4つの区分で分析しました。 

 

図 住宅市街地の区分 

 

図 地域別空き家の分布 

 

 

 

 

 

 

 

図 住宅市街地の分布 

 

 

 

 

 

  

区分 地域特性 

中心市街地周辺 ・流通市場があり、商業・業務地から一部で住宅地への転換が進んでいる 

住宅団地 

 

・昭和 30～50 年代に開発された一戸建住宅団地、同時期に住宅の老朽化が起きて 

いる 

・高齢者のみの世帯が多く、住民の世代交代が進まず、空き家が増加している 

一般市街地 ・建築時期や住宅規模、町会・自治会等地域コミュニティの状況も多様 

沿道集落地 

 

・市街化調整区域のため、再建築が困難な古民家が点在、一部地域で地区まちづく 

りが行われている 

中心市街地周辺

46

6.3%

住宅団地

143

19.4%

一般市街地

471

64.0%

沿道集落地

76

10.3%
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②建物の使用状況について 

他の地域と比べて、「中心市街地周辺」では、「週末や休暇等たまに使用している」45.7％、「住

宅団地」では、「売却するため空き家となっている」28.7％、「一般市街地」では、「貸し家にして

いる（入居者募集中）」13.6％、「沿道集落地」では「特に理由がないが使用していない」18.4％が

高くなっています 

図 地域別空き家の状況（単一回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③建物を利用しなくなった時期について 

建物を利用しなくなってからの経過年数は「1 年～5 年未満」とした回答が最多の 332 件

（45.1％）で、「10年以上」とした回答も 106 件（14.4％）確認できました。 

地域別にみると、「住宅団地」で経過年数が 1 年未満の空き家が 21.1％と他と比べて高く、

「沿道集落地」では、経過年数が 10 年以上の空き家が 30.3％を占めています。 

 

図 地域別建物を利用しなくなってからの経過年数（単一回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.4%

21.0%

15.5%

3.9%

15.5%

43.5%

42.0%

48.0%

34.2%

45.1%

19.6%

21.7%

17.8%

21.1%

19.0%

8.7%

11.9%

13.2%

30.3%

14.4%

2.2%

2.1%

1.3%

1.3%

1.5%

8.7%

1.4%

4.2%

9.2%

4.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中心市街地周辺

住宅団地

一般市街地

沿道集落地

八王子市

1年未満 1年～5年未満
5年～10年未満 10年以上
わからない 未回答等

45.7%

36.4%

26.8%

35.5%

30.7%

4.3%

3.5%

13.6%

1.3%

9.8%

15.2%

28.7%

16.3%

11.8%

18.2%

26.1%

24.5%

29.3%

32.9%

28.5%

8.7%

7.0%

14.0%

18.4%

12.8%
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中心市街地周辺

住宅団地

一般市街地

沿道集落地

八王子市

週末や休暇等たまに使用している 貸し家にしている（入居者募集中）

売却するため空き家となっている その他

特に理由はないが使用していない
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④建物を利用しなくなった理由 

最も多い回答は、「住んでいた人が別の住居へ転居した」で、次いで「住んでいた人から相続

した」、「住んでいた人が老人ホーム等の施設へ入所した」という回答が多くなっています。 

地域別にみると、「中心市街地周辺」では、「住んでいた人から相続した」47.8％、「住宅団地」

では「自身が住んでいたが転勤等で長期不在にしている」11.2％、「一般市街地」では「住んで

いた人（賃借人等を含む）が別の住居へ転居した」30.8％、「沿道集落地」では、「老朽化して住

めなくなった」9.2％が他と比べて高くなっています。 

表 地域別建物を利用しなくなった理由（複数回答） 

  

自
身
が
住
ん
で
い
た
が

転
勤
等
で
長
期
不
在
に

し
て
い
る 

住
ん
で
い
た
人
（
賃
借

人
等
を
含
む
）
が
別
の

住
居
へ
転
居
し
た 

住
ん
で
い
た
人
が
老
人

ホ
ー
ム
等
の
施
設
に
入

所
し
た 

住
ん
で
い
た
人
か
ら
相

続
し
た 

空
き
家
を
購
入
し
た  

老
朽
化
し
て
住
め
な
く

な
っ
た 

そ
の
他 

計 

中心市街地 1 6 14 22 0 0 8 46 

周辺 2.2% 13.0% 30.4% 47.8% 0.0% 0.0% 17.4% 100.0% 

住宅団地 16 32 31 41 7 4 28 143 

  11.2% 22.4% 21.7% 28.7% 4.9% 2.8% 19.6% 100.0% 

一般市街地 21 145 87 88 20 19 105 471 

  4.5% 30.8% 18.5% 18.7% 4.2% 4.0% 22.3% 100.0% 

沿道集落地 2 18 15 21 1 7 13 76 

  2.6% 23.7% 19.7% 27.6% 1.3% 9.2% 17.1% 100.0% 

八王子市 40 201 147 172 28 30 154 736 

  5.4% 27.3% 20.0% 23.4% 3.8% 4.1% 20.9% 100.0% 

 

⑤建築時期 

回答のあった 736 件では、旧耐震基準※で建てられた住宅が、423 件（57.5％）と多い状況で

す。また、その住宅の耐震改修の有無については、「住宅団地」で、耐震改修実施済みの割合が

高くなっています。 

※耐震基準とは、建築物の設計に適用される地震に耐え得ることのできる構造基準です。昭和 56 年 5 月 31 日

までに適用されていた基準を「旧耐震基準」、同年 6月 1日以降に適用されている基準を「新耐震基準」とい

います。 

 

図 地域別耐震基準・耐震改修の状況（単一回答） 
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19.6%

20.3%
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3.5%

1.5%

1.6%

15.2%

30.1%

26.8%

23.7%

26.4%

17.4%

9.1%

17.6%

19.7%

16.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中心市街地周辺

住宅団地

一般市街地

沿道集落地

八王子市

耐震改修をしている 耐震改修をしていない 不明

改修への回答なし 新耐震基準の設計 未回答
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⑥建物の状態について 

「問題なく住める」が 369 件（50.1％）、「一部改修すれば使用できる」が 165 件（22.4％）

です。また「危険性はないが使用できる状態ではない」69 件（9.4％）、「このままでは危険であ

る」20 件（2.7％）でした。 

地域別にみると、「中心市街地周辺」と「住宅団地」では、「問題なく住める状態である」、「一

部改修すれば使用できる」と使用できる空き家の割合が 80％を超えていますが、「沿道集落地」

では 61.9％と約 20ポイント低くなっています。 

図 地域別建物の状態（単一回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦建物の取り壊しの予定について 

「取り壊す予定はない」が 550 件（74.7％）、「取り壊す予定がある」が 109 件（14.8％）と

なり、空き家となっている建物の大半の建物は取り壊す予定がないことが判明しました。また、

「取り壊す予定はない」とした回答についてその理由を複数回答で尋ねたところ、「まだ使用で

きるため（325 件）」、「建物内の家財の整理が必要なため（138 件）」、「その他（120 件）」が多く

なっています。 

図 取り壊しの予定（単一回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

取り壊す予定がある

109

14.8%

取り壊す予定はない

550

74.7%

未回答

77

10.5%

52.2%

64.3%

47.1%

40.8%

50.1%

26.1%

18.9%

23.4%

21.1%

22.4%

5.6%

11.3%

7.9%

9.4%

4.3%

2.1%

1.9%

7.9%

2.7%

2.8%

5.1%

6.6%

4.5%

1.4%

2.3%

3.9%

2.4%

4.9%

8.9%

11.8%

8.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中心市街地周辺

住宅団地

一般市街地

沿道集落地

八王子市

問題なく住める状態である 一部改修すれば使用できる

危険性はないが使用できる状態ではない このままでは危険である

把握していない その他

未回答
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地域別にみると、いずれも「まだ使用できるため」への回答が高くなっていますが、「中心市

街地周辺」では「固定資産税など税制上の理由で取り壊していない」12.5％、「住宅団地」では

「建物内の家財の整理が必要なため」が 33.3％と、他と比べてやや高く、「取り壊したいが費用

を捻出できないため」は「沿道集落地」で 20.7％と高くなっています。 

表 取り壊す予定がない理由（複数回答） 

 
 ま

だ
使
用
で
き

る
た
め 

取
り
壊
し
た
い

が
費
用
を
捻
出

で
き
な
い
た
め 

固
定
資
産
税
な
ど

税
制
上
の
理
由
で

取
り
壊
し
て
い
な

い 建
物
内
の
家
財

の
整
理
が
必
要

な
た
め 

そ
の
他 

中心市街地 21 4 4 4 5 

周辺 65.6% 12.5% 12.5% 12.5% 15.6% 

住宅団地 72 8 11 38 22 

  63.2% 7.0% 9.6% 33.3% 19.3% 

一般市街地 195 45 31 85 82 

  56.4% 13.0% 9.0% 24.6% 23.7% 

沿道集落地 37 12 5 11 11 

  63.8% 20.7% 8.6% 19.0% 19.0% 

八王子市 325 69 51 138 120 

  59.1% 12.5% 9.3% 25.1% 21.8% 

 

⑧建物の維持管理方法とその頻度 

「定期的に自ら見回り・清掃等を行っている」273 件（37.1％）、「不定期に自ら見回り・清掃

等を行っている」257 件（34.9％）ですが、「ほとんど何もしていない」44 件（6.0％）となっ

ています。維持管理の頻度は、定期的と不定期ともに、自ら見回り・清掃等を行っているでは、

「月に１～数回程度」が高くなっています。 

表 維持管理の方法と頻度 

建物の維持管理方法 
週に１～

数回 

月に 1～

数回 

半年に 1

～数回 

年に 1～

数回 

数年に 1

～数回 
その他 未回答 回答数 

自らが管理（定期的） 76 118 32 6 0 7 34 273 

自らが管理（不定期） 10 96 96 27 4 1 23 257 

業者に委託 0 6 10 11 1 0 5 33 

その他 2 12 10 88 1 2 8 43 

ほとんど何もしていない 0 0 2 3 2 1 36 44 

未回答 ― ― ― ― ― ― ― 86 

合計        736 
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図 維持管理の頻度（単一回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

定期的に自ら見回

り・清掃等を行って

いる

273

37.1%

不定的に自ら見守

り・清掃等を行って

いる

257

34.9%

管理業者に委託し

て行っている

33

4.5%

その他

43

5.8%

ほとんど何もして

いていない

44

6.0%
未回答

86

11.7%
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⑨建物の今後の利活用について 

複数回答で質問したところ、「現状のまま保有」が 261 件（35.5％）、「売却」が 241 件（32.7％）

となっていますが、「どうしたら良いかわからない」は 64 件（8.7％）となっています。 

地域別にみると、「沿道集落地」では、「現状のまま保有」が 44.7％と高く、「どうしたら良い

かわからない」も 13.2％と今後の見通しが立てづらい状況にあることが分かります。「住宅団

地」では、「売却」が 46.9％で、「賃貸物件として活用」より高く、自らや親族の居住用に利用

する意向も高くなっています。 

表 地域別今後の利活用の意向（複数回答） 

  

現
状
の
ま
ま

保
有 

自
ら
の
居
住

の
た
め
の
利

用 倉
庫
や
物
置

と
し
て
活
用 

親
や
子
ど

も
、
親
族
等

の
居
住
用 

賃
貸
物
件
と

し
て
活
用 

売
却 

そ
の
他 

ど
う
し
た
ら

良
い
か
わ
か

ら
な
い 

中心市街地 12 12 4 7 5 10 2 1 

周辺 26.1% 26.1% 8.7% 15.2% 10.9% 21.7% 4.3% 2.2% 

住宅団地 54 32 15 15 10 67 9 3 

  37.8% 22.4% 10.5% 10.5% 7.0% 46.9% 6.3% 2.1% 

一般市街地 161 75 63 37 66 148 52 50 

  34.2% 15.9% 13.4% 7.9% 14.0% 31.4% 11.0% 10.6% 

沿道集落地 34 12 14 6 3 16 6 10 

  44.7% 15.8% 18.4% 7.9% 3.9% 21.1% 7.9% 13.2% 

八王子市 261 131 96 65 84 241 69 64 

  35.5% 17.8% 13.0% 8.8% 11.4% 32.7% 9.4% 8.7% 

*現状のまま保有の内容：残存物があるため 111 件（42.5%）、資産として 56 件（21.5%）、その他 36 件（13.8%） 

 

⑩建物と敷地について地域のために一時的に使用させることの意向について 

「使用させる考えはない」が 477 件（64.8％）、「条件次第では使用させることを検討しても

よい」が 149 件（20.2％）です。 

建物、庭、駐車場の箇所別と、町会・自治会、ＮＰＯ法人、福祉サービス事業者の使用者別に

「条件次第では使用させることを検討してもよい」かを尋ねたところ、各項目とも 80件前後の

検討意向を確認できました。 

図 地域のための使用に対する意向（単一回答） 

 

 

 

 表 使用者別使用可能箇所件数 

 

 

 

 

 

  

区分 建物 庭 駐車場 

町会・自治会 79 77 79 

NPO 法人 81 74 78 

福祉サービス事業者 84 80 84 
使用させる考えはない

477

64.8%

条件次第では使用さ

せることを検討して

もよい

149

20.2%

未回答

110

14.9%
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⑪建物と土地の活用のために必要な支援について 

必要な支援については、「特にない」が 407 件で最も多くなっています。次いで、「不動産売

買や賃貸に詳しい専門家の紹介」ですが、「中心市街地周辺」では「改修工事に詳しい専門家の

紹介」17.4％と他と比べて高くなっています。 

表 地域別・利活用の意向別必要な支援（複数回答） 

 

  

相
続
問
題
に
詳
し
い
専

門
家
の
紹
介 

税
金
に
詳
し
い
専
門
家

の
紹
介 

改
修
工
事
に
詳
し
い
専

門
家
の
紹
介 

不
動
産
売
買
や
賃
貸
に

詳
し
い
専
門
家
の
紹
介 

建
物
の
耐
震
性
、
老

朽
化
に
よ
る
危
険
性

へ
の
支
援 

そ
の
他 

特
に
な
い 

計 

地
域
別 

中心市街地周辺 5 4 8 7 3 5 18 46 

 10.9% 8.7% 17.4% 15.2% 6.5% 10.9% 39.1% 100.0% 

住宅団地 10 15 8 29 9 9 93 143 

 7.0% 10.5% 5.6% 20.3% 6.3% 6.3% 65.0% 100.0% 

一般市街地 43 38 49 88 24 34 254 471 

 9.1% 8.1% 10.4% 18.7% 5.1% 7.2% 53.9% 100.0% 

沿道集落地 6 6 3 16 4 7 42 76 

 7.9% 7.9% 3.9% 21.1% 5.3% 9.2% 55.3% 100.0% 

利
活
用
の
意
向 

現状のまま保有 35 32 16 40 15 13 162 261 

  13.4% 12.3% 6.1% 15.3% 5.7% 5.0% 62.1% 100.0% 

売却 29 31 18 81 14 24 106 241 

  12.0% 12.9% 7.5% 33.6% 5.8% 10.0% 44.0% 100.0% 

自らの居住のための利用 7 11 14 14 12 9 89 131 

  5.3% 8.4% 10.7% 10.7% 9.2% 6.9% 67.9% 100.0% 

倉庫や物置として活用 9 9 11 18 7 4 54 96 

  9.4% 9.4% 11.5% 18.8% 7.3% 4.2% 56.3% 100.0% 

賃貸物件として活用 5 8 20 18 8 9 37 84 

  6.0% 9.5% 23.8% 21.4% 9.5% 10.7% 44.0% 100.0% 

その他 5 7 4 12 3 11 41 69 

  7.2% 10.1% 5.8% 17.4% 4.3% 15.9% 59.4% 100.0% 

親や子ども、親族等の居住用 7 7 8 13 4 6 41 65 

  10.8% 10.8% 12.3% 20.0% 6.2% 9.2% 63.1% 100.0% 

どうしたら良いかわからない 15 15 10 30 3 8 17 64 

  23.4% 23.4% 15.6% 46.9% 4.7% 12.5% 26.6% 100.0% 

 八王子市 64 63 68 140 40 55 407 736 

  8.7% 8.6% 9.2% 19.0% 5.4% 7.5% 55.3% 100.0% 
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⑫建物を利活用するための情報の公開について 

建物を利活用するための情報の公開への同意は、「情報提供はしないでほしい」が最多の 427

件でした。次いで「民間不動産事業者への情報提供」105 件、「町会・自治会への情報提供」104

件となっています。 

図 情報の公開の意向（複数回答） 

 

 

 

 

 

⑬困りごとについて 

建物を管理・利活用する上で、不安に思うことや市に期待する住宅施策等について自由記入

形式で質問しました。権利関係に関する困りごとや、災害への不安の分布に地域特性がみられ

ます。 

図 地域別困りごとの分布（自由記入式） 

 

   

427

105

104

76

54

0 100 200 300 400 500

情報提供はしないでほしい

民間不動産事業者への情報提供

町会・自治会への情報提供

住宅の使用を希望する団体への情報提供

その他

20.0%

20.0%

20.0%

20.0%

10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

5.0%

5.0%

5.0%

15.0%

20.0%

9.7%

11.3%

11.3%

1.6%

8.1%

1.6%

6.5%

8.1%

29.0%

3.2%

8.1%

16.7%

16.7%

8.3%

25.0%

8.3%

16.7%

8.3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

活用の希望

活用への課題

管理

管理（実家）

近隣関係

権利関係

災害への不安

財政負担

財政負担の軽減

施策・措置の提案

不安

法令

流通に関する不安

中心市街地周辺 住宅団地 一般市街地 沿道集落地
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（４）住宅団地での居住者の意向 

（国土交通省「空き家対策の担い手強化・連携モデル事業」より） 

①調査の概要 

八王子市北野台自治会の協力のもと、良好な居住環境を有する郊外戸建住宅地において、空

き家の発生予防及び空き家の適正管理・利活用の促進を図るために、「自治会」「町内会」など

の地縁組織や、地元密着の「ＮＰＯ法人」などの役割について調査検討し、多くの郊外戸建住

宅地の空き家対策の一つのモデルにすることを調査目的としています。 

・調査期間：平成 30 年 9月 16 日～10 月 15 日 

・調査対象：北野台住宅地居住者 

・配布世帯数：1,910 世帯 

・回答世帯数：743 世帯（回収率 38.9％） 

・実施方法：自治会による個別配布及び自治会による回収方式 

・実施主体：一般社団法人チームまちづくり 

 

②調査結果 

■居住世帯の特性 

回答者の年齢は、「70～79 歳」39.3％が最も多く、「60～69 歳」18.2％、「80 歳以上」15.7％

で、60 歳以上が 70％以上を占めています。 

世帯構成は、「配偶者と二人暮らし」43.1％、「ひとり暮らし」9.2％です。 

居住歴については、「分譲時から住んでいる」45.9％、「20年以上住んでいる」24.0％で居住

歴の長い世帯が多くなっています。 

●年齢 ●世帯構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

●居住歴 

  

30～39歳

1.9%
40～49歳

6.5%
50～59歳

7.3%

60～69歳

18.2%

70～79歳

39.3%

80歳以上

15.7%

29歳以下

0.1%

無回答

11.0%

ひとり暮

らし

9.2%

配偶者と二人で暮らして

いる

43.1%

自分たち夫婦と未婚の子

ども

23.8%

自分たち夫婦と子ど

も夫婦

1.1%

親と自分のみ

2.3%

親と自分たち夫婦

4.3%

三世代

3.8%

その他

0.1%

無回答

12.4%

分譲時から住んで

いる

45.9%

20年以上住んでい

る

24.0%

10年以上住んでい

る

10.2%

5年以上住んでいる

4.3%

住んで5年以内であ

る

3.8% 無回答

11.8%
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■住環境の継承について 

北野台住宅地が計画的に開発された郊外住宅地で、道路・公園等の都市基盤が整い、住民の

努力と地区計画等により良好な住環境が形成されてきたことを説明し、北野台住宅地の将来を

どう考えるかとの設問に対し、「上手に新陳代謝して持続的に住み継がれる住宅地であってほし

い」68.8％、「将来ともこの住環境を守り育てる」54.8％でした。 

  

1.住宅地の将来（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■空き家増加の影響 

空き家の増加傾向に対して困ることは、「生活環境や景観の悪化」86.5％、「不審者や野生動

物の侵入といった防犯面での心配」71.7％が高い割合を占めています。また、「台風等での被害」

や「火災発生への懸念」も 50％を超えています。 

 

2.空き家増加による影響（複数回答） 

 

 

 

 

 

  

54.8

68.8

16.7

28.0

68.2

3.6

0.7

0 20 40 60 80 100

①優れた住環境を持っているので、将来ともこの住環境を守り育てるべきである。

②人とまちが上手に新陳代謝して、持続的に住み継がれる良好な住宅地であってほしい。

③鉄道駅からバス便で交通利便性がよくないため、空き家・空地が増え、住宅地が衰退す

るのもやむを得ない。

④人口減少と急速な高齢化が進む社会にあっては、郊外住宅地なので、多少の空き家・

空地が発生してもやむを得ない。

⑤現在の良好な住環境を守り育てたいが、居住者の高齢化等に伴い、将来とも良好な住

宅地として持続できるのか不安である。

⑥その他

無回答

86.5

52.0

58.3

71.7

24.0

36.9

32.4

43.6

1.6

2.4

0.5

0 20 40 60 80 100

①草木が繁茂するなど、生活環境や景観が悪化するおそれがある。

②台風や大雨などで建物の損壊や建物の一部飛散などのおそれがある。

③火災や不審火が発生するおそれがある。

④不審者や野生動物の侵入等により、安全上・防犯上・衛生上心配である。

⑤ゴミの不法投棄等により悪臭が生じるおそれがある。

⑥居住人口の減少により、コミュニティや自治会活動などが停滞することが心配であ

る。

⑦住宅地のイメージや価値が下落して、資産価値の減少につながる。

⑧空き家の増加による居住人口の減少は、バスなどの公共交通の減少につながる。

⑨特に心配することはない。

⑩その他

無回答
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■自治会が空き家対策を行うことについて 

自治会が空き家対策を行うことについては、「積極的に空き家対策を行うべき」43.5%、「互助・

共助の観点から住宅所有者等の理解が得られる範囲内で行うべき」47.5%、「専門家やＮＰＯ法

人等と連携して行うべき」51.1%で、自治会による空き家対策への意向は約半数が肯定的にとら

えています。一方、「自治会など地域の関与は控えるべき」との意見は 14.1%でした。 

自治会が行う空き家対策の内容については、「空き家予防をサポートする専門家の登録制度」

47.3%、「弁護士・司法書士等による空き家予防セミナーや相談会開催」41.8％、住宅地内の空

き家に住みたい人を登録する「住み替え希望者登録制度」37.1％等です。 

自治会が空き家所有者等の理解を得て行う空き家対策については、「空き家情報の登録」

67.8％、「道路からの空き家の巡回見守りと緊急時連絡」58.0％が高い割合を占めています。 

3.自治会が空き家対策を行うことについて（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.自治会が行う空き家対策の内容について（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.自治会が所有者等に対する取り組みについて（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.5

47.5

51.1

14.1

7.1

3.5

1.1

0 20 40 60 80 100

①自治会が居住者等と協力して、住んでいる住宅地が「選ばれる郊外住宅地」として良好

な住環境が持続されるよう積極的な空き家対策を行うべきである。

②自治会などが、互助・共助の観点から、住宅所有者の理解が得られる事項に限って、空

き家対策を行うのが良いと思う。

③自治会が空き家対策を行う場合、弁護士・司法書士・税理士などの専門家、NPO法人

等、行政、不動産事業者などと連携協力して行うことが必要である。

④空き家対策は、その所有者・管理者が責任をもって行うべきであり、自治会など地域の

関与は控えるべきである。

⑤よくわからない。

⑥その他

無回答

41.8

22.0

13.7

47.3

37.1

5.2

8.9

0 20 40 60 80 100

①司法書士、税理士等の専門家による「空き家防止セミナー」や「個別相談会」等の開催

②宅建事業者などによる不動産に関する各種相談会の開催

③宅建事業者、リフォーム事業者、地元工務店等による改修リフォームセミナーなどの開催

④空き家の防止をサポートする専門家（弁護士、司法書士、税理士、建築士、不動産事業者

等）の登録と公開制度

⑤住宅地内の空き家に住みたい人を登録する（仮）住み替え希望者登録制度等の制度化

⑥その他

無回答

67.8

58.0

29.6

26.8

3.4

6.2

0 20 40 60 80 100

①空き家情報の登録（空き家の位置、建物概要、緊急連絡先等の登録）

②空き家の巡回見守り（道路から空き家を定期的に巡回し、異常不審があるときは、所有者

等に連絡する見守りサービス）

③地元密着のNPO法人等との連携と空き家情報の共有化

④空き家の多様な利活用を学ぶ「空き家活用セミナー」や個別相談会等の開催

⑤その他

無回答
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■元気なうちの空き家予防対策について 

65 歳以上の高齢者世帯を対象に「元気なうちの空き家予防対策」について尋ねた（回答 561）

ところ、「空き家対策は相続人たる子供たちに任せている」34.8％、「空き家対策への問題意識

があるが具体的な検討は何も行っていない」32.6％、「特別な対策や検討は行っていない」15.9％

と高齢者世帯の約８割が事前の空き家対策を行っていないことが判明しました。 

6.空き家予防対策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＮＰＯ等が行う空き家管理サービスについて 

地元密着のＮＰＯ等が、多様な空き家管理サービス（有償）を行う場合の利用意向について

は、多くの高齢者世帯が利用したいとの意向を持っています。具体的には「敷地内の草取り、

樹木の剪定や清掃」49.5％、「郵便物・広告・チラシの整理処分」42.2％、「道路からの目視によ

る不良確認と写真報告」35.5％、「敷地内からの目視による建物の点検と写真報告」33.9％等、

多様な管理ニーズがあることが判明しました。 

7.空き家管理サービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

19.3

5.2

32.6

34.8

15.9

3.4

1.1

0 20 40 60 80 100

①相続が発生したら、子供や親族が現在の住まいに住むので、空き家になる心配はない。

②将来、現在の住まいが空き家になる可能性があるので、その対策について勉強し、一定

の準備を進めている。

③将来、現在の住まいが空き家になる可能性があるので、対策を検討したいとの問題意識

はあるが、具体的な検討は行っていない。

④将来、現在の住まいが空き家になる可能性はあるが、その対策は、相続人たる子供たち

に任せている。

⑤特別な対策や検討は行っていない。

⑥その他

無回答

35.5

33.9

49.6

19.4

42.2

22.1

12.5

5.5

9.8

5.5

21.4

0 20 40 60 80 100

①敷地外から目視による屋根・外壁・窓・雨戸・塀等の不良確認と写真等による報告

②敷地内から目視による屋根・外壁・窓・雨戸・塀等の不良確認と写真等による報告

③敷地内の草取り・樹木の剪定・清掃等

④敷地内からの施錠（門扉・玄関・勝手口・窓等）

⑤郵便物・広告・チラシ等の整理処分

⑥計器（ガスメーター・電気メーター等）の確認

⑦部屋の窓を開けての風通し

⑧室内の清掃

⑨室内の水廻り設備の点検・通水

⑩その他

無回答
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■専門家の活用について 

北野台住宅地で専門家によるセミナーを実施した場合、「ぜひ参加したい」3.7％、「セミナー

に参加するとともに、個別相談会にも申し込みたい」0.9％、「関心があるので、都合がつけば

セミナーに参加したい」43.0％です。 

セミナーの内容は、「家族信託・信託登記」31.8％、「税務対策」40.8％、「任意後見制度」21.3％、

「空き家の税金」35.6％、「他の自治体や団体による先進的な取り組みの紹介」50.6％でした。 

8.セミナーへの参加について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.セミナーの内容について 

  

31.8

40.8

21.3

35.6

50.6

0.7

6.4

0 20 40 60 80 100

①「家族信託（実家信託）」と「信託登記」について、司法書士等から話を聞きたい。

②生前贈与とその税務対策等について、弁護士や税理士から話を聞きたい。

③任意後見制度等について、弁護士や司法書士から話を聞きたい。

④空き家と税金の関係について、税理士から話を聞きたい。

⑤戸建住宅地において、自治体やNPO法人等がどうのような空き家対策を行っているかに

ついて、先進的な取組の話を聞きたい。

⑥その他

無回答

①セミナーにぜひ参加し

たい。

3.7%

②セミナーに参加すると

ともに、個別相談会にも

申し込みたい。
0.9%

③関心はあるので、都合

がつけばセミナーに参加

したい。
43.0%

④既に十分な対策を講じ

ており、又は十分な知識

があるので参加する必要
性は小さい。

3.9%

⑤あまり参加したいとは

思わない。

31.6%

⑥その他

3.2%

無回答

13.7%



 

29 

 

（５）空き家問題への市民意識 

①調査の概要 

第４次住宅マスタープランの策定にあたり、市民の住宅・住環境への意向把握を目的として

います。 

・調査期間：令和 2年 1月 6日～1月 20 日 

・調査対象：八王子市内に居住する満 18 歳以上の市民 

・配布数：5,000 返送数：18 

・有効回収数：1,991（回収率 40.0％） 

・実施方法：郵送配布郵送回収 

 

②調査結果 

■地域への影響 

空き家が地域に与える影響については、「防犯上の懸念」76.5％、次いで「環境の悪化」75.5％

が高くなっています。 

 

1.地域に空き家が増えることで起こる問題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■住まいの継承 

住まいの相続や継承の見通しについては、「元気なうちに売却」7.0％、「相続や継承の予定が

立っている」22.7％です。一方、「まだ決まっていない（考えていない）」は 42.1％となってい

ます。 

 

2. 住まいの相続・継承の見通し  

 

 

  

7.0

22.7

4.1

42.1

19.1

2.8

2.3

0 20 40 60 80 100

元気なうちに売却し、転居する予定

将来、ご自身や親族等が相続・継承して住み続ける予定

次世代継承の見通しはない（相続しても空き家になる可能性が高い）

相続・継承についてはまだ決まっていない（考えていない）

持ち家ではない

その他

無回答

75.5

76.5

29.4

4.8

2.6

1.4

0 20 40 60 80 100

適切な維持管理が行われず、防災・衛生・景観等地域の環境の悪化につながる

死角や管理されない空間が増えて、防犯上の問題が高まる

土地や住宅が活用されていないため、地域コミュニティの活力低下につながる

わからない

その他

無回答
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（６）空き家の分布 

八王子市空き家実態調査によると、空き家は市内全域に分布しています。特に、住宅団地で

密度が高くなっています。 

 

■昭和 30～50 年代に開発された大規模戸建住宅団地  

 面積 事業年度 
計画戸数 
（戸） 

実態調査空き家数 
（件） 

Ａ 12ha 昭和 38 年 334 15 

Ｂ 35ha 昭和 46～48 年 865 35 

Ｃ 48ha 昭和 41～45 年 1,410 55 

Ⅾ 15ha 昭和 34 年 420 21 

Ｅ 35ha 昭和 45～50 年 1,164 53 

Ｆ 70ha 昭和 45～平成 7年 2,078 90 

Ｇ 54ha 昭和 47～57 年 1,696 58 

Ｈ 107ha 昭和 42～53 年 2,152 81 

Ｉ 15ha 昭和 45～平成元年 506 13 

Ｊ 16ha 昭和 46～48 年 437 54 

Ｋ 26ha 昭和 43～49 年 762 61 

資料：八王子市まちなみ整備部 

 

 

 

 

 

  
 ①清川町 

■実態調査による空き家と大規模戸建住宅団地 
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空き家は、地区の人口総数に関わらず分布していますが、空き家の多い地域では、高齢単身者

及び高齢夫婦のみ世帯の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 人口総数 250m メッシュ 

図 高齢単身者及び高齢夫婦のみ世帯率 250m メッシュ 
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住宅の所有関係や建て方でみると、空き家は一戸建持ち家の割合が高いところで、多くなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

図 持ち家率 小地域集計 

図 一戸建て率 小地域集計 


